
津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱  

 

平成１８年１月１日訓第４４号  

 

改正 平成１８年６月２８日訓第２０９号  

平成１９年３月３０日訓第１６号  

平成２０年２月８日訓第２号  

平成２０年５月２９日訓第５０号  

平成２１年３月３１日訓第２９号  

平成２１年６月２４日訓第４６号  

平成２３年５月３１日訓第３１号  

平成２３年９月１日訓第４５号  

平成２６年３月３１日訓第１４号  

平成２６年７月３１日訓第６４号  

平成２７年３月３１日訓第４２号 

平成２８年３月２９日訓第１８号 

平成２９年３月３１日訓第３３号 

令和２年３月３１日訓第２８号 

令和３年３月３１日訓第３６号 

 令和４年３月２９日訓第２２号 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図ることにより、 

地震に強いまちづくりを進めるため、津市補助金等交付規則（平成１８年津

市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定に基づき補助金を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

⑴ 補助対象住宅 本市の対象区域内に存する旧基準木造住宅をいう。  

⑵ 対象区域 １ヘクタール当たり１０戸以上の住宅が建て込んだ区域又は

市長が指定した避難路（指定される見込みのものを含む。）沿いの区域を

いう。  



⑶ 旧基準木造住宅 津市木造住宅耐震診断等事業実施要綱（平成１８年津

市訓第４３号。以下「耐震診断等実施要綱」という。）第３条に規定する

対象住宅をいう。  

⑷ 耐震補強工事 耐震診断の結果、三重県木造住宅耐震診断マニュアル又

は一般財団法人日本建築防災協会発行の木造住宅の耐震診断と補強方法に

よる評点（以下「評点」という。）が０．７未満とされた旧基準木造住宅

につき、当該評点を１．０以上とする工事又は旧基準木造住宅につき、建

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第３章及び第５章の４に規

定する基準若しくは地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして

定める基準（平成１８年国土交通省告示第１８５号）を満たすものとする

工事をいう。  

⑸ 準耐震補強工事 耐震診断の結果、評点が０．７未満とされた旧基準木

造住宅につき、当該評点を０．７以上１．０未満とする工事又は旧基準木

造住宅につき、建築基準法施行令第３章及び第５章の４に規定する基準若

しくは地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準を

満たすものとする工事をいう。  

⑹ リフォーム工事 耐震補強工事又は準耐震補強工事と併せて行う機能・ 

性能向上を目的とする工事で、県内に本店、支店又は営業所を有する建設 

業者が施工する住宅の全部又は一部の修繕、補修、模様替え又は増改築等 

を行う改修工事をいう。 

⑺ 除却工事 耐震診断の結果、評点が０．７未満とされた旧基準木造住宅

又は市長が特に必要と認める旧基準木造住宅につき、その除却を行う工事

をいう。 

⑻ 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。  

ア 耐震診断等実施要綱に基づき実施した診断  

イ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により

登録を受けている建築士事務所（以下「登録事務所」という。）に属す

る者が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル又は一般財団法人日本建築

防災協会発行の木造住宅の耐震診断と補強方法の一般診断法若しくは精

密診断法１に基づき実施した診断  

⑼ 一敷地 一筆の土地又は所有者が同一であり、かつ、相互に連続するひ

とまとまりの土地をいう。 

⑽ 耐震診断者 登録事務所に属する者で、耐震診断等実施要綱第２条第１



項に規定する耐震診断者をいう。  

（名称）  

第３条 第１条の補助金は、「木造住宅耐震補強事業補助金」（以下「補助金」

という。）と称する。  

（交付の対象）  

第４条 補助金は、補助対象住宅に関し耐震補強工事、準耐震補強工事、リフ

ォーム工事又は除却工事（以下「耐震補強工事等」という。）を実施する者

（耐震補強工事、準耐震補強工事及びリフォーム工事にあっては本市の区域

内に住所を有する者で、補助対象住宅を所有し、当該補助対象住宅に現に居

住しているもの又は居住が見込まれるものに、除却工事にあっては補助対象

住宅を所有する者に限る。）に対して、耐震補強工事等に要する費用をその

対象として、これを交付するものとする。 

２ リフォーム工事に係る補助金は、次に掲げるものは対象としない。 

 ⑴ 耐震補強工事 

 ⑵ 準耐震補強工事 

⑶ 除却工事 

⑷ 建物でない外構工事 

⑸ 容易に取り外しができるものを設置する工事 

⑹ 建設業者が調達しない設備機器等を設置する工事 

⑺ 国又は地方公共団体等の他の補助金（利子補給を含む。）の支給又は介

護保険法（平成９年法律第１２３号）による支給の対象となる工事 

（補助金の額等）  

第５条 耐震補強工事に係る補助金は、助成額（１棟当たり第１号に掲げる額

（当該額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）

と第２号に掲げる額（当該額に１，０００円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）との合計額と第３号に掲げる額との合計額をいう。）か

ら同号に掲げる額を控除して得た額を限度として、これを交付するものとす

る。  

⑴ 耐震補強工事に要する費用の額に３分の２を乗じて得た額（当該額が５

０万円を超えるときは、５０万円） 

⑵ 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年４月１日施行）に定める

補助金の額  

⑶ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１９の２第１項



の規定による所得税額の特別控除の額に相当する額 

２ 準耐震補強工事に係る補助金は、１棟当たり準耐震補強工事に要する費用

の額に３分の２を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨てた額とし、当該額が３０万円を超えるときは３０万円

とする。）を限度として、これを交付するものとする。  

３ リフォーム工事に係る補助金は、リフォーム工事に要する費用の額に３分

の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨てた額とし、当該額が２０万円を超えるときは２０万円とする。）

を限度として、これを交付するものとする。  

４ 除却工事に係る補助金は、除却工事に要する費用の額に１００分の２３を 

乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数を生じたときはこれを切り 

捨てた額とし、当該額が３０万円を超えるときは３０万円とする。）を限度 

として、これを交付するものとする。 

５ 除却工事に係る補助金の交付は、一敷地について同一年度につき１回を限度

とするものとする。 

（交付申請の期限）  

第６条 規則第３条第１項の別に定める期日は、耐震補強工事等に着手する日

の１０日前とする。  

（添付書類）  

第７条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類とは、次に掲げる

書類（除却工事については、第１号及び第３号から第５号までに掲げる書類

（第２条第８号アに掲げる診断を受けた者が補助金の交付の申請をする場合

にあっては、第４号に掲げる書類を除く。））とする。  

⑴ 木造住宅耐震診断報告書の写し  

⑵ 耐震補強計画判定書（特定非営利活動法人三重県木造住宅耐震促進協議

会の判定会又は複数の耐震診断者による判定を受けたものに限る。）の写

し  

⑶ 耐震補強工事等に要する経費の見積書等の写し  

⑷ 対象者要件が確認できる書類の写し  

⑸ 補助金の交付請求及び受領を耐震補強工事等を行う者が所属する工事業

者に委任する場合にあっては、補助金代理請求及び受領予定届出書 

⑹ その他市長が必要と認める書類  

（交付の条件）  



第８条 市長は、補助金の交付を決定する場合は、別に定めるところにより条

件を付するものとする。  

（実績の報告）  

第９条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

木造住宅耐震補強事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補

助金の交付の決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、次

に掲げる書類（除却工事については、第１号、第２号及び第４号に掲げる書

類）を添えてこれを行わなければならない。  

⑴ 工事契約書及び領収書の写し  

⑵ 施工箇所ごとの施工中及び完了時の写真  

⑶ 耐震診断者に係る耐震性能の確認を証する書類  

⑷ その他市長が必要と認める書類  

（検査）  

第１０条 市長は、耐震補強工事等の状況等について、中間検査及び完了検査

をすることができる。  

（財産の処分制限）  

第１１条 規則第１７条ただし書の市長が定める期日は、補助金の交付の決定

の通知を受けた日から起算して８年を経過した日とする。ただし、除却工事

については、この限りでない。 

（委任）  

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この訓の規定は、この訓の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申

請に係る補助金について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、

なお合併前の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱（平成１６年津市訓

第９号）、久居市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱（平成１６年久居

市訓令第１５号）又は一志町木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱（平成

１７年一志町告示第１７号）の例による。  

附 則（平成１８年６月２８日訓第２０９号）  

この訓は、平成１８年６月２８日から施行する。  



附 則（平成１９年３月３０日訓第１６号）  

この訓は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則（平成２０年２月８日訓第２号）  

この訓は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成２０年５月２９日訓第５０号）  

この訓は、平成２０年５月３０日から施行し、同年４月１日以降に実施した

耐震補強工事又は準耐震補強工事について適用する。  

附 則（平成２１年３月３１日訓第２９号）  

１ この訓は、平成２１年４月１日から施行する。  

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の

施行の日以後に実施する補助事業について適用し、同日前に実施した補助事

業については、なお従前の例による。  

附 則（平成２１年６月２４日訓第４６号）  

 この訓は、平成２１年６月２５日から施行する。  

附 則（平成２３年５月３１日訓第３１号）  

１ この訓は、平成２３年６月１日から施行する。  

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金

については、なお従前の例による。  

附 則（平成２３年９月１日訓第４５号）  

（施行期日等）  

１ この訓は、平成２３年９月１５日から施行する。  

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱（以下「新要綱」とい

う。）の規定は、平成２３年７月１日以後に着手したリフォーム工事に係る

補助金について適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める補助金について適用する。  

⑴ 新要綱第５条第１項の規定この訓の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の申請に係る補助金  

⑵ 新要綱附則第４項の規定平成２３年４月１日以後に申請をし、同日から

平成２５年３月３１日までの間に交付を受けた補助金  

（実績報告の特例）  

３ 平成２３年４月１日から施行日までに完了した耐震補強工事等に係る規則

第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、新要綱第９



条の規定にかかわらず、同年１０月１４日までに行わなければならない。  

（耐震補強工事に係る補助金の加算の特例）  

４ 耐震補強工事に係る補助金の額は、新要綱第５条第１項の規定による補助

金の額に３０万円（ただし、当該工事に要する費用から第５条第１項第１号

に掲げる額と同項第２号に掲げる額との合計額を差し引いた額が３０万円未

満にあっては、当該額）を加算した額とする。なお、平成２３年４月１日か

ら施行日までに申請を行った者に対する当該特例については、当該者が計画

変更承認申請書（規則第２号様式）を提出することにより当該特例を認める

こととし、補助金がすでに交付されている者については、当該者が新たに申

請を行うことにより当初交付分との差額を交付するものとする。  

附 則（平成２６年３月３１日訓第１４号）  

１ この訓は、平成２６年４月１日から施行する。  

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金

については、なお従前の例による。  

附 則（平成２６年７月３１日訓第６４号）  

この訓は、平成２６年８月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月３１日訓第４２号） 

１ この訓は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金

については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２８年３月２９日訓第１８号） 

１ この訓は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金

については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２９年３月３１日訓第３３号） 

１ この訓は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金

については、なお従前の例による。 

   附 則（令和２年３月３１日訓第２８号） 



１ この訓は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金

については、なお従前の例による。 

   附 則（令和３年３月３１日訓第３６号） 

１ この訓は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の 

規定は、この訓の施行の日（以下「施行日」という。）以後に第２条の規定 

による改正後の津市木造住宅耐震補強計画事業補助金交付要綱の規定による 

木造住宅耐震補強計画事業補助金の交付を受けた者による申請に係る補助金 

について適用し、施行日前に木造住宅耐震補強計画事業補助金の交付を受け 

た者による申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

  附 則（令和４年３月２９日訓第２２号） 

１ この訓は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定は、この訓の

施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補

助金については、なお従前の例による。 


